
資料１

初期救急医療体制の現状初期救急医療体制の現状
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救命救急センター（258カ所）
（うち、⾼度救命救急センター（28カ所））

救命救急医療（第三次救急医療）
○重症及び複数の診療科領域にわたる全ての
重篤な救急患者を２４時間体制で受け⼊れ
るもの。（うち、⾼度救命救急センタ （28カ所））

平成24年12⽉16⽇現在

ドクターヘリ（４０カ所）

⼊院を要する救急医療（第⼆次救急医療）

平成24年12⽉16⽇現在

○⼆次医療圏単位で、圏域内の複数の病院
が、当番制により、休⽇及び夜間におい
て ⼊院治療を必要とする重症の救急患者

病院群輪番制病院（398地区、3,259カ所）
共同利⽤型病院（10カ所）

て、⼊院治療を必要とする重症の救急患者
を受け⼊れるもの。

○⼆次医療圏単位で、拠点となる病院が⼀部
を開放し、地域の医師の協⼒を得て、休⽇及

平成24年3⽉31⽇現在
を開放し、地域の医師の協⼒を得て、休⽇及
び夜間における⼊院治療を必要とする重症救
急患者を受け⼊れるもの。

初期救急医療
在宅当番医制（630地区）

休⽇夜間急患センタ （556カ所）

○郡市医師会ごとに、複数の医師が在宅当番
医制により、休⽇及び夜間において、⽐較
的軽症の救急患者を受け⼊れるもの。

○地⽅⾃治体が整備する急患センターにて

平成24年3⽉31⽇現在

休⽇夜間急患センター（556カ所） ○地⽅⾃治体が整備する急患センターにて、
休⽇及び夜間において、⽐較的軽症の救急患
者を受け⼊れるもの。
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傷病者の状態に応じた適切な救急医療を提供すること

目標

傷病者の状態に応じた適切な救急医療を提供すること

医療機関に求められる事項

主に、独歩で来院する軽度の救急患者への夜間及び休日における外来診療を行う
・ 救急医療の必要な患者に対し、外来診療を提供すること
・ 休日・夜間急患センターの設置や、在宅当番医制などと合わせて、地域で診療の空白休日 夜間急患センタ の設置や、在宅当番医制などと合わせて、地域で診療の空白
時間が生じないよう努めること
・ 病態に応じて速やかに患者を紹介できるよう、近隣の医療機関と連携していること
・ 自治体等との連携の上、診療可能時間や対応可能な診療科等について住民等に周知
していること

医療機関の例

・ 休日・夜間急患センター
・ 休日や夜間に対応できる診療所

医療機関 例

・ 在宅当番医制に参加する診療所
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目的

休日夜間急患センター

休日及び夜間の診療を行う急患センターを整備し地域住民の急病患者の医療
を確保すること

目的

１．休日の診療とは、次のアからエに掲げる日の午前８時から午後６時までの間に診療を行

整備基準

１．休日の診療とは、次のアからエに掲げる日の午前８時から午後６時までの間に診療を行
うことをいい、夜間の診療とは午後６時から翌日午前８時までの間に診療を行うことをいう

ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日
ウ 年末年始の日（１２月２９日から１月３日まで）
エ 週休二日制に伴う土曜日又はその振替日

２．施 設
○ 休日夜間急患センター

休日夜間急患センターとして必要な診療部門等及び医療機器等を備えるものとする
３．地域住民に対して救急医療に関する情報提供を行う。

4



目的

在宅当番医制

地区医師会が実施する在宅当番医制の定着化を図るとともに、さらに未実施地区への普
及を図ることにより、休日又は夜間における地域住民の急病患者の医療を確保すること。

目的

事業内容

地区医師会（郡市医師会、指定都市の区医師会）が、当該地区医師会の区域において、
地方公共団体の委託等により実施する事業。

事業内容

１．休日および夜間の診療を行う在宅当番医の当番日の調整事業及び在宅当番医の実
施事業

２．休日夜間急患センターへ派遣する医師の調整を行う事業
３．地域住民に対する救急医療知識の普及啓蒙を行う事業
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救急出動件数 び搬送 数 年連続 増加 過去 多○ 救急出動件数及び搬送⼈員数ともに、３年連続の増加となり、過去最多となった。
（件・人）

5,467,620

5,711,102

5,500,000

6,000,000

平成13年
救急出動件数 4,399,195件
搬送⼈員 4 192 470⼈ 4,399,195

4,557,949

4,832,900

5,031,464

5,280,428

5,240,478

5,293,403

5,100,370

5,125,936

4,577,403

4,745,872

4,958,363
4,895,328

4,905,585

4,681,447
4,686,045

4,982,512

5,185,313

4,500,000

5,000,000

救急出動件数

搬送人員

搬送⼈員 4,192,470⼈

3,280,046
3,373,394

3,476,504

3,702,075

3,930,999

4,184,121

3,546,739

3,761,119

3,999,265

4,192,470

4,331,917

3,500,000

4,000,000

平成23年
救急出動件数 5,711,102件
搬送⼈員 5,185,313⼈

2 125 447
2,227,930

2,255,1132,327,368
2,345,907

2,426,852
2,547,700

2,656,934
2,764,951

2,829,248
2,861,311

2,931,663
3,049,000

, ,

2,468,239
2,593,753

2,700,458
2,765,836

2,793,495
2,853,339

2,948,630

3,164,483
3,247,129

3,342,280

2,500,000

3,000,000

１０年間で
・救急出動件数は約131万件（約30%）増加1,145,296

1,340,071
1,419,771

1,537,762
1,601,045

1,710,722
1,783,458

1,869,163

2,007,7312,055,750
2,125,447

1 366 860
1,476,085

1,525,217
1,621,423

1,696,719
1,787,651

1,928,4921,977,203
2,049,487

2,150,7962,182,772
2,255,999

2,273,385
2,348,217

1,500,000

2,000,000

・搬送⼈員は約99万⼈（約24%）増加

239,393
314,272

329,898
429,972

504,417
594,862

724,819
872,545

991,914

317,145
383,790

458,766
551,104

685,629

830,577
954,324

1,107,555

1,300,380
1,366,860

500,000

1,000,000

「平成2４年救急・救助の現況」（総務省消防庁）
(注) １ 平成10年以降の救急出動件数及び搬送人員についてはヘリコプター出動分を含む。

２ 各年とも1月から12月までの数値である。

（年）

215,804
275,623

317,145

0
S38 43 48 53 58 63 H5 10 15 20
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軽症患者の内訳傷病程度別搬送患者数

重症
56.4万人
10 9％

小児（18歳未満）

34.8万人
高齢者（65歳以上）

101.7万人

軽症中等症

10.9％

搬送人員数 軽症患者数軽症
261.3万人
50.4％

中等症
199.8万人
38.6％

518万人 261.3万人

成人（18 64歳）成人（18～64歳）

124.8万人

軽症：傷病程度が入院加療を必要としないもの
中等症：傷病程度が重症または軽症以外のもの

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータを基に分析したもの

中等症：傷病程度が重症または軽症以外のもの
重症：傷病程度が3週間の入院加療を必要とするもの以上
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○初期救急医療機関について休⽇夜間急患センターの施設数は若⼲増加し、在宅当番
医制の実施地区数は減少しているがほぼ横ばい。

18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

（各年3⽉31⽇時点）

18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

三次救急
（救命救急）

救命救急ｾﾝﾀｰ
（施設数） 189 201 208 214 221 235 249

⼆次救急
（⼊院を要す

⼊院を要する救急
医療施設
（施設数）

3,214 3,153 3,175 3,201 3,231 3,305 3,259
（⼊院を要す
る救急）

（施設数）

（地区数） （411） （408） （405） （401） （407） （409） （398）

初期救急

休⽇夜間急患ｾﾝﾀｰ
（施設数） 508 511 516 521 529 553 556

在宅当番医制 666 654 641 643 636 632 630（実施地区数） 666 654 641 643 636 632 630

（厚⽣労働省医政局調べ）
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施設数

年間救急
患者数

施設数

年間救急
患者数

施設数

年間救急
患者数

施設数

年間救急
患者数

（当番対応 （当番対応 （当番対応 （当番対応（当番対応
時間内）

（当番対応
時間内）

（当番対応
時間内）

（当番対応
時間内）

北海道 15 157,662 東 京 74 210,437 滋 賀 5 19,431 香 川 1 15,359

青 森 3 35,050 神奈川 46 406,022 京 都 11 21,392 愛 媛 6 36,193

岩 手 4 11,261 新 潟 14 129,347 大 阪 47 300,366 高 知 1 14,231

宮 城 7 93 362 富 山 4 73 398 兵 庫 25 206 597 福 岡 22 230 393宮 城 7 93,362 富 山 4 73,398 兵 庫 25 206,597 福 岡 22 230,393

秋 田 5 13,029 石 川 2 18,990 奈 良 11 47,150 佐 賀 7 38,545

山 形 10 37,013 福 井 3 8,318 和歌山 6 39,973 長 崎 2 22,887

福 島 5 52,241 山 梨 1 37,161 鳥 取 4 17,808 熊 本 2 38,672

茨 城 11 46,952 長 野 13 51,341 島 根 3 6,409 大 分 0 0

栃 木 12 83 369 岐 阜 9 40 706 岡 山 3 16 318 宮 崎 7 60 672栃 木 12 83,369 岐 阜 9 40,706 岡 山 3 16,318 宮 崎 7 60,672

群 馬 9 52,587 静 岡 13 162,919 広 島 14 54,853 鹿児島 1 22,367

埼 玉 28 137,478 愛 知 40 215,542 山 口 10 61,273 沖 縄 1 3,113

「医政局指導課調べ「救急医療提供体制現況調べ（初期救急）」より」

注１）施設数には、年間救急患者数が不明の医療機関も含む

千 葉 22 175,062 三 重 12 59,496 徳 島 2 15,570 計 553 3,598,315
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実施
地区数

年間救急
患者数

実施
地区数

年間救急
患者数

実施
地区数

年間救急
患者数

実施
地区数

年間救急患
者数

地区数 地区数 地区数 地区数
（当番対応
時間内）

（当番対応
時間内）

（当番対応
時間内）

（当番対応
時間内）

北海道 東 京 滋 賀 香 川北海道 41 328,707 東 京 40 151,804 滋 賀 2 2,195 香 川 9 64,084

青 森 8 14,997 神奈川 10 18,443 京 都 5 10,857 愛 媛 13 35,597

岩 手 12 38,965 新 潟 10 20,509 大 阪 0 0 高 知 6 6,346

宮 城 15 66,133 富 山 9 18,862 兵 庫 28 70,842 福 岡 24 111,420

秋 田 6 8,580 石 川 9 48,272 奈 良 2 1,599 佐 賀 7 21,393

山 形 8 12 316 福 井 11 17 753 和歌山 2 3 320 長 崎 13 39 404山 形 8 12,316 福 井 11 17,753 和歌山 2 3,320 長 崎 13 39,404

福 島 15 77,755 山 梨 10 29,462 鳥 取 0 0 熊 本 15 45,802

茨 城 28 44,637 長 野 16 79,760 島 根 9 6,020 大 分 15 87,545

栃 木 6 35,799 岐 阜 15 32,024 岡 山 24 60,436 宮 崎 9 99,942

群 馬 13 99,477 静 岡 23 219,592 広 島 26 144,981 鹿児島 17 99,527

埼 玉 28 94,971 愛 知 22 84,923 山 口 19 53,453 沖 縄 0 0

「医政局指導課調べ「救急医療提供体制現況調べ（初期救急）」より」

注１施設数には、年間救急患者数が不明の医療機関も含む

埼 玉 28 94,971 愛 知 22 84,923 山 口 19 53,453 沖 縄 0 0

千 葉 17 103,928 三 重 5 4,025 徳 島 10 8,633 計 632 2,625,090
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医療機関情報 曜日 診療科目 外来受付時間医療機関情報 曜日 診療科目 外来受付時間
A市立夜間救急医療センター 平日 ・土曜・日曜・祝日 内科・小児科・外科 19:00～0:00 

B夜間救急医療センター
平日 内科・小児科・外科 20:30～07:00 
土曜・日曜・祝日 内科・小児科・外科 18:00～07:00 
平日 内科・小児科・外科 18:00～22:00 

C市医師会メディカルセンター 土曜 内科・小児科・外科 14:00～21:00 
日曜・祝日 内科・小児科・外科 09:00～21:00 

D市救急医療センター

平日 内科・小児科・外科 18:00～08:00 
土曜 内科・小児科・外科 12:00～08:00
日曜・祝日 内科・小児科・外科 08:00～08:00

E市救急医療センター
平日 内科・小児科・外科 19:00～08:00
土曜 内科・小児科・外科 14:00～08:00
日曜・祝日 内科・小児科・外科 08:00～08:00

F市救急医療センター

平日 内科・小児科・外科 19:00～08:00
土曜 内科・小児科・外科 14:00～08:00
日曜・祝日 内科・小児科・外科 09:00～08:00

G市急病センター 平日・土曜・日曜・祝日 内科・小児科・外科 19:00～22:00
H市休⽇急患診療所 日曜・祝日 内科・小児科 08:30～16:30

I地域救急医療センター

平日 内科・小児科 19:30～07:00
土曜・日曜 内科・小児科 19:30～07:00
祝日 内科・小児科 19:30～22:00

J市急患センター 平日・土曜 内科・小児科 19:30～22:30
日曜・祝日 内科・小児科 09:00～22:30
日曜・祝日 外科 09:00～12:00、14:00～17:00

社団法人K医師会立L医療センター 平日 内科・小児科 18:30～21:30社団法 医師会 医療 タ
日曜・祝日 内科・小児科・外科 08:30～16:30

M市N休⽇急患診療所 日曜・祝日 内科・小児科 9:00～16:30
M市夜間救急室 平日 小児科・外科 20:00～00:00

平日 内科 20:00～07:00
土曜 外科 14:00～18:00
土曜 小児科 20:00～00:00
土曜 内科 20:00～00:00、14:00～18:00
日曜・祝日 小児科・外科 20:00～07:00
日曜・祝日 内科 20:00～07:00 県HPより引用

11



医療機関情報 曜日 診療科目 外来受付時間
A市休日夜間急患センター 休日 内科・小児科 09:00～23:00

B市急患医療センター 休日 内科・小児科 09:00～17:00

C市休日急病診療所 休日 内科・小児科 09:00～16:00C市休日急病診療所 休日 内科 小児科 09:00 16:00

D市救急医療センター 休日 内科・小児科 18:00～08:00 

E広域連合休日急患センター 休日 内科・小児科 09:00～16:00

F市休日急病診療所 休日 内科・小児科 09:00～18:00F市休日急病診療所 休日 内科・小児科 09:00～18:00

初期夜間急病診療支援室 平日 内科・小児科 20:00～22:00

G市休日診療所 休日 内科・小児科・外科 09:00～15:00

H市休日診療所 休日 内科 小児科 09 00 15 00H市休日診療所 休日 内科・小児科 09:00～15:00

J市急患センター 平日・土曜 内科・小児科 19:30～22:30

県HPより引用

365日24時間対応している地域や、休日のみ対応している地域
など地域により体制はさまざまである
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平成24年度予算
○医療提供体制施設設備交付金 ３８．７億円の内数

○医療提供体制推進事業費補助金 ２５０億円の内数
医療提供体制設備整備費

○地域連携夜間・休日診療料 200点
地域の開業医等との連携により 地域において多数の救急患者地域の開業医等との連携により、地域において多数の救急患者

を受け入れるための救急体制を整えている医療機関の評価を引き
上げて 救急医療センター等に患者が集中しない仕組みを促進上げて、救急医療センタ 等に患者が集中しない仕組みを促進。
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休 夜 急患 タ 在宅 番 制 市・休日夜間急患センターや在宅当番医制においては市町
村・地域医師会等の協力により実施され、救急搬送を必
要としない多くの救急患者を担 いる要としない多くの救急患者を担っている

・休日夜間急患センターと在宅当番医制の患者数は合わ休日夜間急患センタ と在宅当番医制の患者数は合わ
せて約622万人（平成23年度）であり、一定の役割を担っ
ていると思われる（救急搬送人員数は518万件）わ 救 搬送 員数 件

・休日夜間急患センター施設数は増加し、在宅当番医制
の実施地区数は減少もほぼ横ばいの状態であるの実施地区数は減少もほぼ横ばいの状態である

・各地域の実態に合わせ開設日・開設時間・診療科は地
域 よ さまざま ある域によってさまざまである
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・医療計画における初期救急医療体制の目標や具体的
な内容を、周知徹底するべきではないか。な内容を、周知徹底する きではないか。

・現状救急搬送されている患者の半分を占める軽症患者現状救急搬送されている患者の半分を占める軽症患者
については、さらに初期救急医療機関で担っていただく
ことは可能ではないか。具体的にはどうすればよいか。ことは可能ではないか。具体的にはどうすればよいか。
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